
古代文化公園整備計画策定業務に係る公募型プロポーザル募集実施要領 

 

１．目的 

国東半島には六郷満山文化の遺産として、国東塔、宝篋印塔、五輪塔、板碑など多くの石造文化財

が残されている。本市にある古代文化公園は、昭和４４年から昭和５０年にかけて大分県が「国東半

島古代文化公園整備計画」に基づき、整備されたものであり、中でも田染地区の真木園地においては、

国東塔や宝篋印塔、五輪塔など点在していた多くの石造物が移設・展示されている。 

現状では、市内外への周知が十分なされておらず、整備から４０年以上経過しているため、これら

の保存展示状況も良くない。 

そこで、豊後高田市の石造文化財の歴史的・文化的価値を再認識し、六郷満山仏教文化の隆盛を伝

える歴史的遺産として、積極的に活用し観光はもとより文化の振興を図ることを目的として、新たな

整備に向けて、標記業務について公募型プロポーザル方式により広く提案を求め、豊かな創造力と工

夫に富んだ企画力に精通した事業者を選定するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．公募期間 平成２８年９月２０日（火）～平成２８年９月２９日（木） 

本プロポーザルに参加する者は、企画提案書及び見積書を提出すること。 

（１）提出方法  

提出部数は、企画提案書を６部、見積書を１部、企画提案書の PDFデータを記録したＣＤ又はＤ

ＶＤを１枚とし、持参又は郵送で提出すること。提出期限まで必着として持参以外の場合は必ず着

信を確認すること。 

（２）質問締切日 

公募要領に関する質問については、平成 28 年 9 月 26 日（月）17：00 までに書面（ＦＡＸ可）

又はメールにより提出すること。 

質問に対する回答は、一括して市ホームページに掲載するものとする。 

（３）提出先 

豊後高田市 教育庁文化財室 

    住 所 〒８７２－１１０１ 豊後高田市中真玉２１４４番地１２ 

    電 話 ０９７８－５３－５１１２（内線２２１） 

    ＦＡＸ ０９７８－５３－４７３１ 

    ｅ－mail k-soumu@city.bungotakada.oita.jp  

 

３．委託業務名  古代文化公園整備計画策定業務 

 

４．業務委託期間 契約締結日から平成29年３月31日まで 

 

５．参考金額 １，６８５千円（税込み） 

 

 



６．業務委託内容 

以下に記載する項目を業務内容とし、具体的な業務実施方法や企画内容等についてはプロポーザル

により特定された事業者の提案をもとに決定するものとする。 

（１）市内外から訪れた人達が、豊後高田市の歴史を身近に感じることができ、国東半島の石造文化財

が分かりやすく、その魅力が十分伝わり、尚かつ誘客促進に繋がるような整備計画を策定すること。 

（２）市内に点在する石造物の中から、移設展示できるものを選別し、調査すること。 

（３）具体的な石造物の配置、説明板などの位置が分かる全体のイメージ図（ポンチ絵）を作成するこ

と。 

（４）全体整備にかかる概算事業費を積算すること。 

（５）有識者を含めた検討会議を２回以上開催すること。 

 

７．企画提案書等の作成 

（１）企画提案書作成上の基本的事項 

本プロポーザルは、古代文化公園整備計画策定事業における具体的な考え方や企画内容の創意工

夫について提案を求めるものとする。 

（２）企画提案書の記載事項 

提出する企画提案書には、下記の事項を必ず記載すること。 

  ① 豊後高田市の石造物の魅力が、分かりやすく伝わるような公園整備の全体的な考え方のほか、

石造物の集積方法や配置（レイアウト）などに対する具体的な考え方（提案の独創性、先進性、

実現性） 

  ② 事業実施スケジュール 

  ③ 業務実績 

  ④ 事業管理責任者名・連絡先 

（３）企画提案書の書式 

  ・企画提案書の用紙サイズは、すべてＡ４判とする。 

  ・表紙と提案内容を記載したものを１式として提出すること。 

表紙の様式は任意とし、記載事項は、業務名及び会社名とする。 

（４）見積書の作成 

   業務費用に係る見積書を作成の上、提出すること。 

 

８．評価方法 

（１）審査方法 企画提案方式 

（２）絶対的評価事項 

   下記の事項のいずれか一つでも満たしていない場合は選考の対象外とする。 

  ① 提案内容が「６．業務委託内容」を網羅していること。 

  ② 見積額が「５．参考金額」以内であること。 

（３）相対的評価事項 

   選定委員会においては、事業の成果を高めるための提案事項について総合的に評価を行う。 



 

９．審査の方法及び選考基準 

（１）審査の方法 

 提案された事業内容を次に掲げる選考基準に基づいて書面により審査し、予算の範囲内において

採否を決定する。 

（２）選考基準  

① 企画提案内容           50点 

  ・魅力ある古代文化公園としての整備方針 

・石造物の集積方法や配置（レイアウト）などに対する具体的な考え方 

  ・周辺地域の文化財施設と連携した交流人口の増加に向けた取り組みの検討方法 

② 業務の実施体制及びスケジュール  20点 

③ 受託金額             20点 

④ 業務実績             10点 

 

10.選考結果と契約の締結 

（１）選考結果 

選考結果は、提出者全員に対して、文書により通知する。 

（２）契約の締結 

  ① 選定した委託先候補者と契約条件を協議のうえ、委託契約を締結する。 

  ② 委託先候補者の企画提案内容は、委託先候補者と発注者との協議のうえ、変更する場合がある。 

  ③ 契約の締結にあたっては、「豊後高田市契約規則」に基づき委託契約を締結する。 

 

11.その他 

（１）企画提案書等の提出に必要な費用は、提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は、審査結果にかかわらず返却しない。 

 

 


